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第３版 ２０２５年８月１日

操作マニュアル

【バイオマス燃料の調達及び使用計画書
（メタン発酵ガス用）】 

本マニュアルでは、申請手続きの際に登録を求める
バイオマス燃料の調達及び使用計画書の入力方法について説明します。
※入力後の出力イメージについては、燃料計画書記載例を参照してください。
※前後のその他の入力方法等については各手続のマニュアルをご参照ください。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/methan_keikaku_kisairei.pdf


バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書
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バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書入力画面は、
バイオマス発電に用いる原料・燃料の種類や量、調達先等の調達計画及び使用計画を明らかにする書類とし
て求めている、バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書に記載する事項についてシステム上で入力をする
ための画面です。

※従来Word等様式に記入し申請時に添付していた「バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書」は、
2024年8月1日以降、本システムへの直接入力による申請に変更しました。

システムではバイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書（メタン発酵ガス用）に必要な情報について、
様式に記載の順序通りに以下の４画面に分かれて入力していただきます。

申請者情報
１．使用原料の説明

２．使用する原料の廃棄物該当性 ３．使用原料・燃料

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書

４．バイオマス原料・燃料の入手ルー
ト（発生源～発電所）

５．発酵残渣[消化液（固液分離す
る場合は固分、液分の両方）]の取
扱いについて
６．発酵残渣以外の熱等の副生成
物の処理又は利用法
７．事業円滑化のための地域社会に
対する対応
８．その他



2バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書入力画面は、
はじめに申請様式に係る申請内容（事業者名や発電設備の設置場所、使用燃料等）を入力していただいた
後、申請情報参照画面から進んでいただきます。

「バイオマス燃料計画登録」ボタンをクリックします。

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書



申請者情報・１．使用原料の説明
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申請者情報、１．使用原料の説明について入力します。

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書



申請者情報
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申請者情報では全て予め入力した申請様式に係る申請内容を表示しています。
※当該項目について修正が必要な場合は戻るボタンから参照画面に戻っていただき、編集ボタンより申請様式に係る
申請内容の入力画面にて修正をしてください。修正後改めて当該画面に進んでいただくと修正いただいた内容がこち
らに反映されます。

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書



１．使用原料の説明
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１．使用原料の説明では予め燃料一覧にて入力した燃料毎に入力枠を表示しています。

各原料について複数の調達地域等から調達する場合は入
力欄を追加してすべての情報を入力します。

原料名欄には、
使用燃料にて入力した「具体的な原料名」が自動で表示されます。

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書



１．使用原料の説明
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「都道府県」について、使用原料を調達する都道府県を
選択してください。

「市区町村」について、使用原料を調達する都道府県
の市区町村を選択してください。

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書



１．使用原料の説明
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「調達事業者（発電設備に燃料を納入する事業者）」
を入力してください。（調達事業者が複数にわたる場合
は事業者ごとに入力してください。）

「年間使用数量（t/年）」は都道府県・市区町村単
位で入力してください。

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書



１．使用原料の説明
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「一般廃棄物・産業廃棄物区分」には当該原料の
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 29年
法律第72号。以下「廃掃法」という。）上の廃棄物
該当性について、判断権者の判断・見解を確認し、
確認先及び判断結果等を選択してください。（判断
権者は、産業廃棄物については各都道府県（廃棄物の
処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第
300号)第27条に規定する市を含む。）の廃棄物担当
課、一般廃棄物については各市区町村の廃棄物担当課

です。）

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書



１．使用原料の説明
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「一般廃棄物・産業廃棄物処分業許可及び施設設
置許可の要否」には使用原料が原料納入時において
廃掃法上の廃棄物に該当する場合は、原料のメタン
発酵処理に一般廃棄物・産業廃棄物処分業許可及
び施設設置許可を要するかどうかについて関係機関に
確認し、該当する選択肢を選択してください。（ただし、
使用原料が原料納入時において「廃棄物」に該当する場合
であっても、廃掃法等により上記の許可が不要とされている
場合は、当該許可が不要となる根拠を示す書面を書類添

付画面にて添付してください。）

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書



１．使用原料の説明
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各原料について複数の調達地域等から調達する場合、適宜入力欄を増やしてすべての情報を入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）

全ての情報を入力後、保存して
次に進むボタンをクリックします。

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書



２．使用する原料の廃棄物該当性
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２．使用する原料の廃棄物該当性では
当該原料の廃掃法上の廃棄物該当性について、判断権者の判断・見解を確認し、確認先及び判断結果等を入
力します。
判断権者は、産業廃棄物については各都道府県（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政
令第300号)第27条に規定する市を含む。）の廃棄物担当課、一般廃棄物については各市区町村の廃棄物担
当課です。

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書



２．使用する原料の廃棄物該当性
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「原料発生時の廃棄物該当性の判断結果」欄で
確認を行った原料・調達地域の組み合わせを選択し、
各判断結果について入力をします。

確認を行った原料・調達地域の組み合わせが複数存在する
場合は、適宜入力欄を増やしてすべての原料・調達地域の
組み合わせにおける判断結果を入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力
枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場
合は削除できません）

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書



２．使用する原料の廃棄物該当性
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「原料発生時の廃棄物該当性の
判断結果」欄で確認を行った原料
・調達地域の組み合わせを選択す
ると、当該原料・調達地域の組み
合わせに関する各判断結果の入
力枠が表示されます。

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書



２．使用する原料の廃棄物該当性
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「原料発生時の
廃棄物該当性の
判断結果」につい
て「廃棄物該当
性の有無」を選択
し、「判断結果」
に選択した該当
性に至った結果を
入力します。

「廃掃法以外の法律に基づく廃棄
物の該当性」について入力します。
（該当する場合のみ）

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書

「原料納入時の
廃棄物該当性の
判断結果」につい
て「廃棄物該当
性の有無」を選択
し、「判断結果」
に選択した該当
性に至った結果を
入力します。



２．使用する原料の廃棄物該当性
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各許可取
得要否につ
いて選択し
します。

各許可取
得状況につ
いて選択し
します。

全ての情報を入力後、保存して
次に進むボタンをクリックします。

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書

廃棄物該当性について、確
認を行った判断権者の確
認先についてそれぞれの項
目を入力します。
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３．使用原料・燃料では
発電設備が使用する原料の年間使用数量等について入力します。

１．使用原料で入力した原料名・都道府県・市区町村の組み合わせごとに入力枠を表示しています。

３．使用原料・燃料

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書
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「年間使用数量（t/年）」には、調達
先が複数にわたる場合は生産者ごとの
調達予定数量を入力してください。
※農業・水産業及び食品廃棄物を原料とする
場合は、当該使用数量を調達可能であることを
証する書類（原料の安定調達契約書等）及
び説明書を書類添付画面にて添付してください。

（１）畜産業・農業・水産業廃棄物の場合

「調達地域」の欄
の表示を確認しま
す。修正したい場
合は、１．使用
原料の説明の入
力画面に戻って修
正をしてください。

「調達先」に
ついて入力
します。

「購入（処理料）
（円/t）」には、
原料の購入（処
理料）単価を入
力します。

「備考」には、
原料が「家畜糞尿」である場合は、家畜の種類及び飼養頭数を入力してください。家畜の種類は、以下の分類のと
おり入力してください。なお、糞尿に敷料が含まれている場合は、分別し「農業残渣」として別途入力してください。
乳用牛…搾乳牛、乾・未経産牛、育成牛 豚…繁殖豚、肥育豚
肉用牛…肉用牛（２歳以上）、肉用牛（２歳未満）、乳用・交雑種 鶏…採卵鶏、肉用鶏

原料が「農業残渣」である場合には、当該バイオマス原料として使用する以前の状況を入力してください。

３．使用原料・燃料

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書
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各原料について複数の調達先から調達する場合、適宜入力欄を増やしてすべての情報を入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）

３．使用原料・燃料

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書



19

（２）食品廃棄物の場合
食品工場、薬品工場等の排出物を原料とする場合は、供給業者に留まらず発生する事業所までの原料の安定供
給証明書・契約書等の書類が別途必要ですので、ご留意ください。

「調達地域」の欄
の表示を確認しま
す。修正したい場
合は、１．使用
原料の説明の入
力画面に戻って修
正をしてください。

「調達先」に
ついて入力
します。

「購入（処理料）
（円/t）」には、
原料の購入（処
理料）単価を入
力します。

「備考」には、
原料が食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成12年法律第116号）第９条に規定する定期の
報告の対象となっている場合には、「報告対象」と入力してください。

３．使用原料・燃料

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書

「年間使用数量（t/年）」には、調達
先が複数にわたる場合は生産者ごとの
調達予定数量を入力してください。
※農業・水産業及び食品廃棄物を原料とする
場合は、当該使用数量を調達可能であることを
証する書類（原料の安定調達契約書等）及
び説明書を書類添付画面にて添付してください。
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各原料について複数の調達先から調達する場合、適宜入力欄を増やしてすべての情報を入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）

３．使用原料・燃料

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書
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「年間使用数量（t/年）」には、
調達先が複数にわたる場合は生産
者ごとの調達予定数量を入力して
ください。

（３）下水汚泥の場合

「調達地域」の欄
の表示を確認しま
す。修正したい場
合は、１．使用
原料の説明の入
力画面に戻って修
正をしてください。

「調達先」に
ついて入力
します。

「処理料（購入）
単価（円/t）」に
は、原料の購入（
処理料）単価を入
力します。

「備考」には特記事項があれば入力してください。

３．使用原料・燃料

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書
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各原料について複数の調達先から調達する場合、適宜入力欄を増やしてすべての情報を入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）

３．使用原料・燃料

（３）下水汚泥の場合

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書
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「都道府県」、
「市区町村」に
ついて供給事
業者の地域を
選択してくださ
い。

（４）メタン発酵ガス購入の場合
当該購入ガスの使用原料についても、必ず３．（１）～（３）の該当項目欄に入力してください。

「メタン発酵ガス供
給事業者」につい
て入力します。

「購入単価(円/
Ｎ㎥)」について燃
料の購入単価を
入力します。

「備考」には特記事項があれば入力してください。

３．使用原料・燃料

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書

「年間使用数量（N㎥/年）
」には、調達先が複数にわたる
場合は生産者ごとの調達予
定数量を入力してください。
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３．使用原料・燃料

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書

メタン発酵ガス購入の場合
当該購入ガスの使用原料について、
（１）～（３）の各表に入力可能
な枠を表示していますので、該当する
枠の原料名を選択し、必要事項を
入力してください。
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各原料について複数の調達先から調達する場合、適宜入力欄を増やしてすべての情報を入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）

３．使用原料・燃料

全ての情報を入力後、保存して
次に進むボタンをクリックします。

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書
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４．バイオマス燃料の入手ルートでは
発電設備が使用するすべてのバイオマス原料・燃料について、発生地から発電設備までの流通・加工・販売・納入
などの各取引ルートを各段階の実態に即して入力します。
入手ルートの段階数は実態に応じて増減させて入力します。
同一原料・燃料であっても発生・流通・加工等の取引ルートが異なる場合は、それぞれのルートについて適宜入力枠
を増やして入力します。

４．バイオマス原料・燃料の入手ルート（発生源～発電所）

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書
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申請様式のバイオマス使用燃料に入力した1燃料毎に、
入手ルートを入力する枠が表示されます。
該当する燃料欄に入手ルートを入力します。

各入手ルートの左肩に使用燃料にて入力した
「具体的な原料名」が表示されます。

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書

４．バイオマス原料・燃料の入手ルート（発生源～発電所）
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メタン発酵ガスを購入する場合、購入ガスのルートと別に、当該ガスの
原料についてのルートの入力も必要になります。原料用の入手ルート入
力枠と、メタン発酵ガス用の入手ルート入力枠の2種類表示されます。

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書

４．バイオマス原料・燃料の入手ルート（発生源～発電所）
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１燃料に対して複数の入手ルートが存在する場合は、適宜入力欄を増やしてすべての入手ルートについて入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）

追加ボタンを押した場合は以下の様に
1入手ルートの入力枠が追加されます。

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書

４．バイオマス原料・燃料の入手ルート（発生源～発電所）
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1入手ルートにおいて各段階が複数存在する場合は、適宜入力欄を増やしてすべて
の段階における事業内容等について入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）

追加ボタンを押した場合は以下の様に
各段階の入力枠が追加されます。

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書

４．バイオマス原料・燃料の入手ルート（発生源～発電所）
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各段階における事業者名、事業者が行う事業内容、
取引内容については編集ボタンをクリックして表示される
ポップアップ画面上で入力します。

各段階における事業者名を入力します。
複数の事業者が存在する場合は適宜入力欄を増やし
てすべての事業者について入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場
合は削除できません）

各段階における事業内容を選択します。
その他を選択した場合は入力欄に具体的な事業内容を入力
します。

各段階における取引内容を選択します。
有償購入、無償、逆有償、自社供給、その他から該当するも
のを選択します。

全て入力・選択後確定ボタンをクリックします。
※確定ボタンをクリックしないと入力した内容は保存されません

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書

４．バイオマス原料・燃料の入手ルート（発生源～発電所）
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全ての情報を入力後、保存して
次に進むボタンをクリックします。

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書

４．バイオマス原料・燃料の入手ルート（発生源～発電所）
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５．発酵残渣[消化液（固液分離する場合は固分、液分の両方）]の取扱いについて（堆肥・液肥利用、浄化処理等）
６．発酵残渣以外の熱等の副生成物の処理又は利用法
７．事業円滑化のための地域社会に対する対応（事業推進方策等）
８．その他（特記事項等）

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書
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５．発酵残渣[消化液（固液分離する場合は固分、液分の両方）]の取扱い
について（堆肥・液肥利用、浄化処理等）

５．発酵残渣[消化液（固液分離する場合は固分、液分の両方）]の取扱いについて（堆肥・液肥利用、浄
化処理等）では
廃棄物処理する場合はその旨を入力してください。
発酵残渣を肥料利用する場合には、圃場面積や作付け予定品目、譲渡する場合はその譲渡先の見込、関係
法令の確認状況等についても入力してください。
発酵残渣を戻し堆肥として利用する場合は、戻し堆肥として利用しない余剰分の堆肥の取り扱いについて上記に
準じて入力してください。
発酵残渣を浄化放流する場合には、具体的な浄化処理方法や施設の概要、関係法令の確認状況等について
も入力してください。

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書



６．発酵残渣以外の熱等の副生成物の処理又は利用法を入力します。
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６．発酵残渣以外の熱等の副生成物の処理又は利用法

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書
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７．事業円滑化のための地域社会に対する対応（事業推進方策等）
８．その他（特記事項等）

事業円滑化のための地域社会に対する対応について入力します。

その他には特記事項等があれば入力します。

全ての情報を入力後、
保存して次に進むボタン
をクリックします。

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書
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全てのバイオマス燃料の調達及び使用計画書に係る情報について入力が完了すると書類添付画面に進みます。
申請において必要な書類が全てアップロードできているか確認していただき、不足があれば追加でアップロードを行って
ください。
※必要な書類は記載要領を必ず確認し、次ページ記載の内容についても十分に確認をしてください。
※記載されていない書類についても、申請の内容に応じて提出を求めることがあるので、留意してください。

書類添付

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書
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○燃料安定調達契約書等
 事業者へ原料を供給する業者との売買契約書等
 原料が食品循環資源である場合は、供給業者に留まらず発生する事業所までの売買契約書等
○バイオマス比率計算書
○使用燃料の発熱量等計量分析実施予定書 ※１
○バイオマス燃料調達に係る誓約書
○燃料使用量記録表（運転月報等） ※１
○ライフサイクル GHG の確認にかかる申請別紙 ※２

※１：使用燃料が単一の場合は不要
※２：ライフサイクル GHG の確認対象外の場合は不要

○一般廃棄物（産業廃棄物）処理施設設置許可及び一般廃棄物（産業廃棄物）処分業許可を受けていることを証する書類
 申請時点において上記許可を未取得の場合には、「廃掃法上の誓約書」及び「申請設備の運用に必要な廃掃法上の許可
 及び許可取得に向けた対応状況」を添付してください（別途様式あり）。

書類添付 ※必要書類を過不足なく添付してください

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書
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計画書出力

「計画書出力」ボタンをクリックします。

書類添付画面にて必要書類のアップロード後、保存して次に進んで申請参照画面に進みます。
計画書出力ボタンから入力した内容を様式に出力し、確認を行い問題がなければバイオマス燃料の調達及び使用
計画書に係る入力は完了となります。
その後は申請書印刷等に進みます。操作方法については新規認定申請のマニュアルをご確認ください。

バイオマス原料・燃料の調達及び使用計画書
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